
 

自治会活動保険補助金について 

 

補助対象 

  自治会活動中の不慮の事故等により、自治会に損害賠償責任が生じた場合又は自治

会の会員等が死亡若しくは負傷した場合に、その賠償又はその損害を補償する目的で

加入した自治会活動保険の保険料を対象とします。 

 年間を通して加入する保険に限らず、行事ごとに加入する保険も対象になります。 

  

補助金の額 

  支払った保険料の２分の１を補助します。 

  ただし、一世帯当たり５０円または一人当たり２０円を限度とします。 

１ 支払った保険料の２分の１     

２ 加入世帯に５０円を乗じた額    いずれか低い額とする 

３ 加入者数に２０円を乗じた額 

 

申請手続 

 保険証書が届いたら、下記の①～②を住民グループ（６番窓口）まで提出してくだ

さい。申請書等の押印は、自治会印でも会長個人印でも結構です。 

①補助金交付申請書（様式第１号） 

②保険証書等の写し（加入と金額がわかるもの） 

※令和３年度より申請書を請求書とみなすよう改正しましたので、書類が減っており

ます。補助金額が分かりにくい場合は、裏面の参考例を参考にしてください。 

 

申請期限 

 随時受け付けていますが、最終は翌年３月末日です。 

契約後お早めにお手続きください。 

  

 

  

   

問い合わせ 

播磨町役場 住民協働部 協働推進課 

ＴＥＬ ０７９－４３５－２３６４ 

ＦＡＸ ０７９－４３５－０３６７ 

Ｅ-mail  kyodo@town.harima.lg.jp 

令和３年度～ 



＜参考例＞ 

《例１》  保険料が一世帯当たり１００円以下の場合  

  加入世帯が３００世帯で、一世帯当たり８５円の保険料を支払った場合 

    ８５円×３００世帯＝２５，５００円（保険料） 

・２５，５００円÷２＝１２，７５０円（補助金額） 

・３００世帯×５０円＝１５，０００円 

 

《例２》  保険料が一世帯当たり１００円を超える場合  

  加入世帯が３００世帯で、一世帯当たり１１０円の保険料を支払った場合 

    １１０円×３００世帯＝３３，０００円（保険料） 

・３３，０００円÷２＝１６，５００円 

・５０円×３００世帯＝１５，０００円（補助金額） 

 

《例３》  保険料が一人当たり４０円以下の場合  

加入者が３００人で、一人当たり３０円の保険料を支払った場合 

    ３０円×３００人＝９，０００円（保険料） 

・９，０００円÷２＝４，５００円（補助金額） 

・３００人×２０円＝６，０００円 

 

《例４》  保険料が一人当たり４０円を超える場合  

加入者が３００人で、一人当たり５０円の保険料を支払った場合 

    ５０円×３００人＝１５，０００円（保険料） 

・１５，０００円÷２＝７，５００円 

・３００人×２０円＝６，０００円（補助金額） 

 


